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第 3号様式 (第15粂関係)

大阪市西区南堀江2丁 目1番3号 松 竹大阪ビル4暗

事 業 者 排 出 量 削 減 報 告 書

禁観窪寄舎墜不観磐秀些 室長|

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1,500キロツットル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第19条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラックスはパス100台以上/タ クシー150台以上/

贅編居配壊麟 策粂例施行規貝J第10条第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以

場内及びOr― 熙場の点灯時間を30分選らせる (く18〉0 3tt成 )

上げ 曖 房時は1モ下げる ((lS刈6VIX京都4弱 達成)

室内設定温度を怜房時rコt上 げ 暖 房時は1モ下げる

室内設定温度を冷房時は1℃上げ 暖 房時til℃下げる((19〉64H連 成)

君板灯のIIj問肖J減 体韓時の電灯30%OF●

ルイーを利用した電力

担 当 者 氏 名

ファクシ ミリ番号

す。
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